
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発事業（第３条） 
①都計法開発（２９条） 

②位置指定道路（４２条 1-5） 

③中高層住宅（１０ｍ超） 

④集合住宅（１０戸以上） 

⑤特定規模建築物 

 （敷地 10000 ㎡以上 

  建物 2000 ㎡以上） 

住居系 開発面積≧ 

3000 ㎡ 

戸建 緑化義務なし 

集合住宅 

緑化義務なし 

計画戸数×必要緑地面積 

（市規則 45 条） 

空地の 30％の緑地 

（県規則 42 条-2） 

都計法 29 条 

開発許可 
戸建 

集合住宅 

戸建 

集合住宅 

公園寄付（市規則 45 条） 

公園管理協定（市規則 45 条） 

＋空地の 30%の緑地 

  （県規則 42 条-2） 

公園帰属（市規則 45 条） 

公園帰属（市規則 45 条） 

＋空地の 30%の緑地 

  （県規則 42 条-2） 

No 

Yes 

敷地＜500 ㎡ 

500 ㎡≦敷地 

＜1000 ㎡ 

1000 ㎡≦敷地＜3000 ㎡ 

No 

Yes 
住宅と店舗等が混在する建物の場合、住宅の戸数のみを計画戸数にカウントする 

※計画戸数 10 戸以上 

寄宿舎又は下宿⇒共同住宅 

特養・老人ホーム・保育所 
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積
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自主管理公園（管理組合を作るとか、看板あげるとか） 

非住居系 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非住居系 敷地面積≧1000㎡ 緑化義務なし 
No 

Yes 

敷地≧5000 ㎡ 

以上の工場 

立地法届出の確認 

（写し） 

敷地≧9000 ㎡ or 

建面≧3000 ㎡ Yes 

No 

新 設 ：敷地の 20%緑地 

敷地増加：敷地の 20%緑地 

既 設 ：空地の 20%緑地 

※既設以外は特定工場等緑化計画届要 

（県条例 118 条、規則 42 条） 

・敷地＜5000 ㎡の工場 

・工場・住宅以外の建築物 

    店舗・病院など 

新築・改築・増築 

  ：空地の 50%緑地 

既存建築物：空地の 20%緑地 

（県条例 118 条の２、規則 42-2 条） 

公共施設 

公営住宅・庁舎・病院 

社会教育施設（学校類以外） 

学校・社会福祉施設 

社会教育施設（学校類） 

新設：空地の 50%緑地 

既設：空地の 20%緑地 

（県条例 118 条の２、規則 42-2 条） 

新設：敷地の 20%緑地 

既設：敷地の 15%緑地 

運動場：敷地の 5%緑地 

（県条例 118 条の２、規則 42-2 条） 

製造業、電気・ガス・熱供給業 

県民局環境課 

老人ホームはこれ 
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市商工労政課 製

造

業 

Yes 

No 

新 設 ：空地の 50%緑地 

敷地増加：空地の 20%緑地 

既 設 ：空地の 20%緑地 

（県条例 118 条、規則 42 条） 
県民局環境課 
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